
坂出市余裕期間設定工事（フレックス方式）実施要領  

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は，余裕期間による柔軟な工期の設定により施工時期の平

準化を図り，円滑な施工体制を確保するために試行する余裕期間設定工事

（フレックス方式）について必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「余裕期間」とは，契約締結日から工事開始日の

前日までの期間をいう。 

２ この要綱において「工事開始日」とは，契約図書に明示した工事を実施

するために要する準備を開始する日をいう。 

３ この要綱において「実工期」とは，契約図書に明示した工事を実施する

ために要する準備および後片付けを含めた期間をいう。 

４ この要綱において「現場着手日」とは，工事開始日以降の実際の工事の

ための準備工事（施工に先だって行う調査・測量，現場事務所の設置等，

工事施工上必要な準備に要する業務等をいう。）に着手する日をいう。 

 （対象工事） 

第３条 発注者は，余裕期間を設定することが有益であると想定される工事

の中から指定し，入札公告等で余裕期間設定工事（フレックス方式）であ

る旨を明示した工事を対象とする。 

 （工事開始日の期限および現場着手日） 

第４条 工事開始日の期限は，契約締結の翌日から起算して３０日以内（土

日祝日を含む。）かつ工期の終期日までとし，受注者は，工事開始日の期限

内の任意の日を工事開始日とすることができる。 

２ 受注者は，契約締結の日までに工事開始日を設定し，工事着手届に記載

することにより発注者に通知しなければならない。 

３ 受注者は，特別の事情がない限り，前項の規定により発注者に通知した

工事開始日以降３０日以内に現場着手しなければならない。 

 （工期の終期日） 

第５条 工期の終期日は，発注者が示した工事完成期限までの間で，任意に

設定することができる。 

２ 受注者は，契約締結日までに工期の終期日を設定し，工事着手届に記載

することにより発注者に通知しなければならない。 

３ 受注者は，発注者が示す工事完成期限までに工事を完成させるものとす



るが，その期限を超えて工期の延長が必要な場合には，坂出市工事請負契

約約款（平成１８年坂出市要綱第８号）第２１条の規定に基づき延長の請

求を行い，発注者は，その必要性を判断の上，延長を決定するものとする。 

 （前払金の請求） 

第６条 対象工事の前払金については，工事開始日までは請求することがで

きない。 

 （工事開始日までの現場管理等） 

第７条 契約締結日から工事開始日の前日までの期間における工事現場の管

理は，発注者の責任において行うものとする。 

２ 契約締結日から工事開始日の前日までの期間は，施工に先だって行う調

査・測量，現場事務所の設置等，工事施工上必要な準備に要する業務等の

準備工事を含め，現場着手してはならない。 

 （技術者等の配置） 

第８条 契約締結日から工事開始日の前日までの期間は，主任技術者または

監理技術者（特例監理技術者），監理技術者補佐（特例監理技術者を配置す

る場合）および現場代理人を配置することを要しない。 

 （経費の負担） 

第９条 余裕期間の設定により増加する経費は，受注者の負担とする。 

 （入札公告等における記載） 

第１０条 発注者は，入札公告等および特記仕様書に坂出市余裕期間設定工

事（フレックス方式）である旨を明示するものとする。 

 （工事請負契約書における記載方法） 

第１１条 余裕期間設定工事（フレックス方式）に係る工事請負契約書にお

ける工期の記載は，発注者に通知した工事開始日から工期の終期日までの

期間としなければならない。 

 （アンケート調査の実施） 

第１２条 発注者がアンケート調査を行う場合，受注者はそれに協力するも

のとする。 

 （その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。 

   付 則 

 この要綱は，令和８年４月１日から施行する。 

 


